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四
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問

第

四

号 

 

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

 

タ
ク
シ
ー
運
転
手
の
労
働
条
件
の
改
善
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

平
成
二
年
四
月
九
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

櫻 
内 

義 

雄 

殿 

 

提 

出 
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佐 

藤 

祐 

弘 

 

一 

 



 

一
九
八
七
年
度
に
お
け
る
ハ
イ
ヤ
ー
・
タ
ク
シ
ー
（
以
下
「
タ
ク
シ
ー
等
」
と
い
う
。
）
の
利
用
者
は
三
十
三
億
四

千
二
百
万
人
で
、
国
民
一
人
当
た
り
の
年
間
利
用
回
数
は
二
七
・
四
回
と
、
タ
ク
シ
ー
等
は
国
民
生
活
に
根
ざ
し

た
公
共
輸
送
機
関
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
こ
の
タ
ク
シ
ー
等
の
運
行
は
、
四
十
二
万
五
千
三
十
一
人
（
同
年
度
）

の
運
転
者
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
タ
ク
シ
ー
等
が
文
字
ど
お
り
公
共
輸
送
機
関
に
ふ
さ
わ
し
く
、
安
全
第

一
、
常
識
あ
る
接
客
態
度
な
ど
利
用
者
本
位
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
は
か
る
た
め
に
も
タ
ク
シ
ー
等
で
働
く
運
転
者

の
労
働
条
件
の
改
善
は
切
実
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

ま
ず
労
働
時
間
の
問
題
で
は
、
異
常
な
長
時
間
労
働
が
一
向
に
改
善
さ
れ
て
い
な
い
。
「
週
労
働
時
間
を
四
十

八
時
間
か
ら
四
十
六
時
間
に
労
働
時
間
の
短
縮
等
」
を
定
め
た
「
改
正
」
労
働
基
準
法
（
一
九
八
八
年
施
行
）
は
、
タ

ク
シ
ー
等
を
含
む
自
動
車
運
転
者
に
つ
い
て
三
年
間
の
猶
予
期
間
を
定
め
た
が
、
そ
れ
も
本
年
度
で
終
わ
り
、
い 

タ
ク
シ
ー
運
転
手
の
労
働
条
件
の
改
善
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

ま
た
、
タ
ク
シ
ー
労
働
者
の
年
間
賃
金
収
入
に
つ
い
て
い
え
ぼ
、
男
子
常
用
労
働
者
（
三
十
人
規
模
以
上
の
企

業
）
の
年
間
収
入
に
比
べ
て
か
な
り
下
回
っ
た
水
準
に
あ
る
。
一
九
八
六
年
に
は
、
全
国
平
均
で
約
百
二
十
七
万

円
、
八
七
年
に
は
百
三
十
二
万
円
、
八
八
年
に
は
百
二
十
五
万
円
と
、
他
産
業
に
比
し
て
相
当
の
格
差
が
生
ま
れ

て
い
る
。
（
い
ず
れ
も
労
働
省
政
策
調
査
部
編
「
賃
金
セ
ン
サ
ス
」
及
び
「
毎
月
勤
労
統
計
要
覧
」
に
よ
る
。
） 

よ
い
よ
九
一
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
タ
ク
シ
ー
運
転
手
の
労
働
時
間
は
、
年
間
二
千
八

百
八
時
間
（
八
八
年
度
）
に
も
及
び
、
週
労
働
時
間
は
五
十
四
時
間
を
超
え
る
状
態
が
続
い
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
タ
ク
シ
ー
等
の
運
転
者
は
慢
性
的
な
人
手
不
足
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
大
き
な
原

因
は
、
政
府
が
運
賃
改
定
の
た
び
に
、
労
働
条
件
の
改
善
、
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
タ
ク
シ
ー
等
の
事
業
者
に
課
し
な

が
ら
、
こ
れ
を
厳
守
さ
せ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
政
府
は
い
ま
こ
そ
そ
の
責
任
を
果
た
す
た
め
に
関
係
諸

法
規
等
を
駆
使
し
て
、
タ
ク
シ
ー
労
働
者
の
労
働
条
件
改
善
の
た
め
に
全
力
を
あ
げ
る
べ
き
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

四 

 



 

一 
政
府
は
、
タ
ク
シ
ー
運
転
者
の
労
働
条
件
を
改
善
す
る
た
め
に
、
「
自
動
車
運
転
者
の
労
働
時
間
等
の
改
善

の
た
め
の
基
準
」
（
以
下
「
改
善
基
準
」
と
い
う
。
）
等
の
告
示
や
通
達
を
出
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
改

善
が
一
向
に
進
ん
で
い
な
い
こ
と
は
重
大
で
あ
る
。 

二 

改
正
労
働
時
間
施
行
ま
で
の
猶
予
期
間
が
残
す
と
こ
ろ
一
年
足
ら
ず
と
な
っ
て
い
る
が
、
タ
ク
シ
ー
等
の
労 

(二 ) 

道
路
運
送
法
、
「
改
善
基
準
」
等
で
の
違
反
や
違
背
が
あ
り
、
関
係
当
局
の
指
導
や
是
正
等
に
服
し
な
い
事

業
者
に
対
し
て
は
、
法
令
に
基
づ
く
処
罰
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
。 

(一 ) 

政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
深
刻
な
現
状
の
原
因
は
な
ん
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
改
善
の

た
め
に
、
い
ま
ま
で
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
措
置
を
し
て
き
た
か
。 

例
え
ば
、
労
働
省
が
発
表
し
て
い
る
ハ
イ
ヤ
ー
・
タ
ク
シ
ー
関
係
の
改
善
基
準
違
背
率
は
五
六
・
四
％
（
八

七
年
度
）
と
、
半
分
以
上
の
事
業
場
が
「
改
善
基
準
」
等
に
違
背
し
て
い
る
。
ま
た
、
最
大
拘
束
時
間
が
「
改
善
基

準
」
等
に
違
背
し
て
い
る
事
業
場
は
、
三
七
・
八
％
（
八
七
年
度
）
と
、
五
年
前
よ
り
も
八
％
増
え
て
い
る
。 

五 

 



 

四 

一
九
六
九
年
十
一
月
に
当
時
の
タ
ク
シ
ー
等
の
運
転
者
の
深
刻
な
労
働
条
件
を
改
善
す
る
た
め
に
、
「
物
価

対
策
交
通
関
係
閣
僚
協
議
会
の
決
定
」
及
び
「
労
働
省
要
望
書
」
が
出
さ
れ
て
一
定
の
労
働
条
件
の
改
善
が
行
わ

れ
た
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
当
時
の
「
特
殊
な
条
件
の
下
で
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る

が
、
タ
ク
シ
ー
等
を
め
ぐ
る
現
在
の
状
況
は
当
時
よ
り
深
刻
で
さ
え
あ
る
。
そ
れ
が
、
事
業
者
の
相
次
ぐ
違
背 

三 

タ
ク
シ
ー
等
の
労
働
者
の
年
間
賃
金
収
入
は
三
百
十
五
万
円
（
八
八
年
度
）
で
、
他
産
業
の
平
均
年
間
賃
金
収

入
四
百
四
十
万
円
（
同
年
度
）
の
七
一
・
五
％
、
そ
の
差
は
百
二
十
五
万
円
に
も
及
び
、
そ
れ
が
人
手
不
足
の
大

き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
実
態
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
、
ま
た
、
そ
の
改

善
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
措
置
を
講
じ
て
き
た
の
か
。 

働
者
の
週
労
働
時
間
は
、
五
十
四
時
間
を
超
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
を
ふ
ま
え
て
、
来
年
度
か
ら
週
四

十
六
労
働
時
間
を
厳
守
さ
せ
る
た
め
に
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
実
効
あ
る
具
体
的
な
措
置
を
と
る
の
か
、
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。 

六 

 



 

 

七 

と
、
政
府
・
関
係
当
局
の
指
導
の
不
徹
底
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
政
府
は
こ
う
し
た
現
状

を
厳
し
く
認
識
し
、
前
記
の
閣
僚
協
議
会
及
び
要
望
書
と
同
様
の
趣
旨
の
措
置
を
、
現
時
点
で
あ
ら
た
め
て
と

る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


